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都市農家・都市農地の置かれている問題の構図 
 

東京大学大学院農学生命科学研究科 
准教授 安藤光義 

 
１．都市農家の行動原理と都市農業の存続・農地保全との整合は図りうるか 
 (1)都市農業の実情 
  ①少数の農業に熱心な専業的な農家と多数の土地持ち非農家への分化 
  ②不動産貸付業を中心とする自営兼業農家の多さ 
  ③同居あとつぎ＝家産・資産としての農地の承継者の確保率の高さ 
  ④相続税問題、相続問題による農地面積の縮小は必至 
 (2)都市における農業経営の実態―地の利を活かした多様な経営展開― 
  ①不動産兼業に下支えされた露地野菜作経営・果樹経営 
  ②雇用労働力を活用した花卉などの施設園芸 
  ③市民農園や観光農園への展開 
 (3)農とのふれあいを求める市民の増加―「耕す市民」の増加― 
  →都市における農地の必要性（災害時の避難空間としても必要） 
   農地や平地林を守る NPO や市民団体の増加 
 (4)都市農業政策の目標をどこに置くか 
  「都市農家の保護＝都市農業の振興＝都市農地の保全」という関係の再検討 
  ①都市農家の保護を通じた農地確保 
   ←不動産貸付業を営む自営兼業農家をどこまで保護する必要があるのか 
  ②施設型の農業経営の育成による農業生産の増大 
   ←経営の脱農地化による農地面積の縮小という問題 
  ③農地買い上げによる都市農地の確保・保全と市民農園の提供 
   ←自治体の財政問題（ナショナルトラストのようなものが成り立つか） 
  この３つのうちのどれを重視すべきか（優先順位をつける必要性） 
 (5)都市農家の置かれている現状と行動原理 
  ①農業収益から固定資産税・都市計画税を支払うことは不可能 
   ＝都市農家の存続には不動産貸付自営兼業が不可欠 
  ②不動産賃貸自営業に課せられる多額の固定資産税・都市計画税 
   不動産賃貸市場の低迷は都市農家の存続を不安定なものとしてしまう 
   改正生産緑地法で宅地化農地を選択した農家の土地資産活用計画に狂いが発生 
  ③固定資産税等の負担増加→税金支払いのための転用→更なる税負担の増加（悪循環） 
   →結果として相続発生時には多額の相続税が課せられて農地が処分される 
  ④農地の全てについて相続税納税猶予を受けたとしても相続税からは逃れられない 
   ←家屋敷地・貸付不動産の存在（土地保有税支払いのために不動産貸付業は不可欠） 
  ⑤都市農家が土地利用で最優先するのは相続税支払いのための売却換金用更地の確保 
   →逆にこれが都市に農地（オープンスペース）を残す方向に作用している 
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２．都市農業の担い手―東京都町田市の実態調査から― 
 (1)都市農家の農地・土地利用状況 
  ①多くの農家は市街化区域内農地の大半を生産緑地に指定（節税目的の生産緑地指定） 
  ②既に不動産賃貸用の宅地を有しているためこれ以上の農地転用は求めていない 
  ③農地転用では駐車場が多い（都心回帰でアパート・マンションの入居が見込めない） 
   →相続発生時の相続税捻出のための更地としてキープ（←物納要件の強化）。 
  ④都市農家は不動産賃貸業によって生活が支えられている 
  ⑤農業経営と不動産賃貸業は不可分のものとして農家の行動原理を把握する必要性 
  ⑥一気に都市農地が転用されることはなく緩やかな減少が続くのではないか 
  ⑦「耕す市民」への農地提供には地方自治体による農地の買い上げが不可欠 
 (2)都市農家の家族構成と就農状況 
  ①高齢者が頑張る都市農業 
  ②不動産賃貸業があっても農業後継者の確保は難しい 
   →長期的には都市農業・都市農地には黄色信号が点灯（やがては赤信号） 
  ③都市農地の価格は高いので新規参入は原則としてあり得ない 
   →農業をやめた農家の補充がきかない＝都市農家の減少は農地減少に直結 
  ④畑地は労働力が必要なので貸し借りも進みにくい 
   ←市街化区域内農地は利用権設定ができない＝３条賃貸となり耕作権保護が適用 
  ⑤農業経営を廃止した農家の農地面積がそっくりそのまま減少 
   →高齢者のリタイアでこれが今後急速に進む可能性がある 
 →都市農家の後継者がやりがい・生きがいをもって農業ができるような支援が必要 
 (3)都市農家の土地利用行動―相続税支払いのための更地の確保― 
  ①更地は生産緑地として確保されることが多い 
  ②少々高い固定資産税を支払ってもよいと農家は考えているかもしれない 
  ③都市農家にとって農地は農業経営のためだけでなく相続税対策である 
   →転用が一気に進むようなことはなくしぶとく残り続けるのではないか 
 (4)「耕す市民」の可能性と限界―物納農地の活用の可能性― 
  ①農家が提供する市民農園は相続税問題があるため永続的なものではない 
   →安定的に市民が営農できる「場」を用意提供するのは非常に難しい。 
  ②物納要件を緩和し、物納された農地を国が自治体に安い価格（例えば農業投資価額） 
   で提供して農地として利用するような仕組みは考えられないか。ただし、その農地 
   が自治体によって転用された場合は、物納時の評価額と自治体が譲り受けた価格と 
   の差額を自治体が国に納付するという条件をつける必要があるだろう。また、思い 
   つきにすぎないが、物納された農地や低未利用地の開発権（容積率等）を切り離し 
   て農地（オープンスペース）は維持し、この開発権を別の場所の開発予定地に売り 
   渡して国税収入の減少を抑えるという措置も考えられるかもしれない。 
 
 「１」は「都市農業の実態と都市農家の行動原理」『構造政策の理念と現実』農林統計協

会（2003）、「２」は「都市農業の担い手―都市農家存続の可能性と市民参加」『自治体学研

究』神奈川県自治総合研究センター（2006）をベースとした論点提起である。 
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都市農業施策の要望

１ 都市農地の都市計画上の位置づけ

２ （仮称）都市農業振興法の制定

①都市版認定農業者制度の創設

例 ・体験農園経営の新たな都市農業経営形態として位置づけ）

・大阪府の農空間保全に関する条例

②生産緑地の農業経営基盤強化促進法への位置づけ

③都市農地の持つ多面的機能の確保と数値目標 （下記）

３ 都市農業が継続できる税制、相続税納税猶予制度の堅持

４ 農業者が国等へ補助金申請するにあたり、事業計画、補助金交付申請、事業実情報告

等の書類作成の負担軽減になるよう、事務手続きの簡素化。また広域の団体にも日本

農業発展に必要と判断できれば申請が出来るようにする。

③ 多面的機能の数値化

都市農業の持っている役割や機能（多面的機能）を充実し都市住民や地域住民にとっ

て評価の高い農地を目指す。地域に無くてはならない、揺るぎないものとなるようこ

れらの機能を数値化し目標に近づけるための施策を行う。多面的機能の効果を数値化

し、示すことで農家の意識を高め更に国民の理解を促進する。

地産地消

庭先販売や共同直売所の充実 （旬や鮮度、品種を吟味し栄養価の高い機能的野菜。

を充実し都市農業ブランドを育成する） （直売所数）

農商工連携による地場野菜提携レストラン（農家レストラン）や加工品販売の充実

を図る （設置数）

ウネ売り販売や観光農園の充実 （農家数）

食 育

学校や市民への農業体験支援 （体験人数）

学校給食への材料供給 （学校数）

農的生活の推進（農業体験農園や市民農園の充実） （設置数）

防災機能

各自治体との災害協定の締結 （協定数）

災害用井戸設置（発電機、簡易浄水器など含む） （設置数）

炊き出し等対応する災害用ハウス資材などのストック（設置数）

仮設住宅、資材置き場、仮設トイレ等の提携 （協定数）

農業生産

農地稼働率を％で表す （数値）
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目標農業生産額の達成 （数値）

都市型認定農業者 （数値）

景 観

屋敷林、蔵の保全 （数値）

畑の周囲の環境整備（フェンス、土留め （数値））

沿道に花や生け垣を植える （数値）

景観作物の栽培 （数値）

目 標

行政ごとに数値目標を定め目標に近づくよう努力する。不足する項目には予算を配

分し達成するよう努力する。農家も個別に数値評価に参加することができる。

（個別農家には別途の評価法が必要）これらの数値は農業委員会が判断をする。

個人で図３のように達成し５年間維持した農家は仮称スーパー認定農業者として表

彰し都市農業の啓発を図る。

仮称「多面的機能チャート」を利用し多面的機能を分かり易く表示し、農地や農業

の価値観を高めることで、国民及び農家（後継者など）が都市農業、農地の必要性

を深く理解する事ができる。

図１ 仮称 多面的機能チャート
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図２

図３
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農水省 都市農業活性化に関する意見書

都市農業の維持・活性化要件として、以下の３本の柱があると考える。

１ 農地をどう活用するか（都市農地を地域でどう位置づけるか）

２ 担い手をどう確保するか

３ どのような制度変更が必要か

１ 都市農地の位置づけ（ 農産物の供給」以外の都市農地機能をどう位置づけるか）「

都市農地は 「農産物の供給 「災害時の防災空間 「国土環境保全 「農業体験・交流、 」 」 」

活動の場 「心やすらぐ緑地空間 「都市住民の農業への理解の醸成」など、多様な役割」 」

が指摘されている。

ただし、総論として、多様な役割への「期待」だけ謳われ、これらの都市農地機能を具

体的にどうすれば維持できるのかという施策について、少なくとも国レベルでは、ほとん

ど議論らしい議論が行われてこなかった印象を受ける。

「 」 、 、まちづくり の中に農地を生かし 本気でこれらの農地機能を維持しようと考えれば

。 、 、諸機能を維持するための制度設計が必要なのではないか すでに 地方自治体レベルでは

まちづくりの中で、農地の諸機能を明確に位置づけ、予算措置をとっている事例もある。

仮に予算措置が困難な場合でも、これらの農地機能を維持管理するためには、なんらか

の施策は必要になるのではないか。

（１）都市農地の防災機能に対する位置づけ

① 都市型水害対策として、水田を活用している事例

急激な宅地化で洪水が多発するようになった地域の中には、水田の洪水防止機能に着

目し、水田を“地域の貯水池”として維持する施策をとっている自治体がある。

たとえば、愛知県扶桑町の「水田埋め立て防止協力金」制度（ ａあたり４万円 。10 ）

平成２年秋の台風で大きな浸水被害が発生したのを機に、制度が創設された。同町の

当時の試算では、水田から道路面までの高さが平均 ＣＭ。水田 ａの貯水機能は60 10
約６００ｔ。

ａあたり４万円という数字は、当時の転作奨励金を参考に決定されたが、これで10
も、河川拡張や地下貯水槽や貯水池の造成より、圧倒的な低コストで治水効果が上げら

れると判断された。平成８年に造成された貯水池には、約４億円のコストがかかってい

るのに対し、水田埋立防止協力金の予算は、当時でも約７００万円で、水１ｔあたりの

貯水コストは 円程度ですんでいる。70
かつては、千葉県市川市で「水田等の保全協定事業 （平成９年度で事業終了）が実」

施されていたが、埼玉県越谷市、草加市などでも、水田の洪水防止機能を維持するため

の施策が行われていると聞く （現況については未調査）。

、 「 」（ ）２０１０年度には 東京都町田市も 田んぼのある里推進事業 １ａあたり1500円
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、 。 、を創設するなど 近年もその動きは広がりを見せている 全国各地の事例収集と同時に

国交省と連携した、防災機能としての農地維持についての施策のあり方についての検討

を望みたい。同時に、農業者にも、私有財産であると同時に準公益的機能を持つ農地へ

の認識と維持責任への認識を期待したい。

② 地震などの震災時、畑が避難スペースとして機能を果たした事例

、 。水田だけでなく 畑も災害時の防災スペースとして機能するケースが報告されている

２００４年の新潟中越地震では、孤立した池ヶ原地区で、大型ビニルハウスが住民の避

難所となった事例が有名になった。他にも、農地のビニルハウスが、防寒機能も持つ避

難場所として利用されたケースは少なくなかったはずだ。

昨年２月には、世田谷ぶどう研究会が、災害時の都市農地の防災機能検証を目的とし

て、農地（ビニルハウス）を利用した一時避難訓練を実施。地域住民など約１００人が

参加している。都市部では、多くの場合、避難所として公園が指定されているが、雨風

をしのぎ、防寒効果も期待できる施設は、公園内にはそれほど多くない。都市部に点在

するビニルハウスの存在価値は、もっと注目されていい。

（２）都市農地の教育機能と都市農業者の役割

子どもを対象にした学童農園などの農業体験事業は、学校施設近隣の農業者の協力を得

て実施されているケースが多い。しかし、学校側の予算は限られており、多くの場合、協

力農家のボランティア的な活動に支えられているケースが多い。

大阪府吹田市では、教育委員会と農業委員会が中心となって関係団体が連携し、２００

０年に「吹田市農業・教育連携協議会」を設置。農業体験を受け入れる農業者に、圃場提

供・指導料として１カ所につき８万円を支給するシステムを確立。市の単独事業として実

施している。

農地の教育機能を評価するのであれば、学校給食との連携を含め、これら教育面で利用

されている農地や指導農業者を支援するなんらかの施策があってもいいのではないかと、

個人的には感じている。予算措置は難しい場合でも、たとえば子どもたちとの交流スペー

スとして利用される屋敷林や倉庫など、農地として認められない農業施設用地でも、準公

、 、的スペースとして地域で活用されている場合は 相続時にそのスペースが失われないよう

相続税納税猶予を適用するなど、なんらかの優遇措置があってもいいのではないか。

（３）地域住民の憩いの場としての機能と活用法

――行政借り上げ型よりも、農業者主体型のほうが農地保全効果は高い

、 「 」、94年に東京都の農業者が主体となり 自治体が支援する形で始まった 農業体験農園

年に横浜市が主体となって始めた栽培収穫体験ファームなど、農業者が農業経営の一93
形態として開設し、その農業者が指導者となって、栽培から収穫までの一連の農作業の体

験を提供する体験型市民農園スタイルは、その後、首都圏だけでなく、香川県高松市、福

岡県筑前町、同県筑紫野市、大阪府枚方市など、全国の都市に広がりを見せている。
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都市農地を農地として残すという視点で考えたとき、従来型の市民農園と、これらの体

験農園は大きく異なる。その点に注目したい。

91 93横浜市は 年の生産緑地法改正以降 従来型の市民農園の新規開設をストップし、 、 、

年から新たに「栽培収穫体験ファーム」事業を始めたが、その背景には、従来型の市民農

園では、後に宅地転用されるケースが多く、長期的な農地保全にはつながらないという判

断があったと指摘されている。

従来型の市民農園に相続税納税猶予が適用されないことも背景にあると思われるが、行

、 、政が借り上げるのではなく 地権者が主体となって農園運営にかかわる事業形態のほうが

農地保全の視点では効果があるということになる。

近年では、個人対象の区画型体験農園以外にも、企業やＮＰＯ、サークルなどを対象と

した団体対象型体験農園も散見される。また、農業者が借地で体験農園を運営するケース

も登場するなど、地域住民に憩いの場を提供する体験農園のスタイルは、バラエティが広

がっている。まだまだニーズの伸びしろはあると思う。

（４）都市農地の福祉的機能

ＮＰＯや社会福祉法人などが主体となって、障害者の自立を目的に設立・運営される農

園も、近年は各地に見られるようになった。２００６年の農業経営基盤強化法の改正、さ

らにその後の農地法改正で、農業生産法人以外への法人への農地貸付が可能になり、それ

まで、いわゆる“やみ小作”状態だった農地の利用権設定に関しては、法的な整合性がと

れるようになった。

しかし、ビニルハウスなどの農業資材に関しては 「福祉関連の備品」などの名目で助、

、 。成を受けているのが現実で 福祉関連事業と農業施策の連携が待たれる部分も少なくない

２ 担い手をどう確保するか

（１）営農意欲のある都市農業者にとって、営農継続の支障となっていることはなにか

① 市街化区域は農業振興策の対象外のため、生産緑地であっても、施設整備などの助

成が受けられない。

市街化区域でも営農意欲の高い農業者が存在する。都市農業振興を考えるなら、農振地

域では当たり前のように行われている施設整備などに対する助成対象として、市街化区域

で営農する農業者も認められないか。

静岡県静岡市のように、２０１１年度から、都市農家支援事業を創設し、市街化区域の

営農者（借地も可）に対して、施設整備の経費の半額（上限ひとりあたり 万円）助成20
を開始している例もある。

② 高齢化などにより地域内で営農継続できなくなった農地を、都市農業者（あるいは

非農家都市住民・ＮＰＯ）が、受託できる環境整備はできないか
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同様に、営農意欲の高い都市農業者の中には、規模拡大を望む声もある。高齢化により

営農が難しくなった市街化区域内の農地も、これら意欲のある担い手に貸すことで、農地

のまま維持できるケースは多いのではないか。

また、既存農業者では手が回らなくとも、体験農園などで農業技術を身につけた非農家

の都市住民やＮＰＯに、農地管理を委託するシステムは考えられないか。

生産緑地制度、相続税納税猶予制度の適用見直しと合わせて、都市農地の流動化について

議論したい。

（２）非農業者の都市住民に、農地の維持管理サポーターになってもらう仕組みづくり

体験農園のようなビジネス化は難しい立地条件にある地域でも 「まちづくり」の一環、

として、地域・行政・研究機関が連携して土地利用構想を作成し、農業・環境保全区域で

は、地域住民が、農業体験を楽しみながら農地と地域景観を守り、乱開発を防ぐ仕組みづ

くりを実施している自治体はある。農業政策・都市政策の連携で、これらの動きをサポー

トすることはできないか。

３ どのような制度変更が必要か

（１）何を置いても都市農地を残すためには、相続税納税猶予制度の適用見直しが不可欠

「農を生かすまちづくり」を進める地域は各地に存在するが、行政や地権者がどんなに

頑張っても、現状では、相続が発生すれば、確実に都市農地の減少が進む構造は変わらな

い 「農地を農地として残し、生かす」という前提にたてば、相続税納税猶予制度の適用。

見直しは、避けて通れない。

① 営農継続のためには、農業施設用地などへの配慮が必要

現在、生産緑地の指定対象には、農業施設用地が含まれておらず、しかも下限面積は

５００㎡というハードルがある。

生産緑地における相続税納税猶予の適用は、農地に限られているが、農地を農地とし

て管理するためには、営農する人間と営農のために必要なトラクターなどの農業機械が

不可欠だ。しかし、それらの保管場所である農業施設用地は 「農地」と認められず宅、

地並み課税対象となり、相続が発生した場合、農地を切り売りせざるをえなくなるケー

スが多い。

② 屋敷林などをどう位置づけるか

同様に、農地の営農を担う農業者は、多くの場合、かつて共同作業場だった広大な庭

や屋敷林を自宅の敷地内に所有している。これも宅地並み課税対象のため、自宅を守る

ために、この屋敷林や農地を手放すケースは少なくない。

、 、 。しかし 農地だけでなく屋敷林も 地域にとっても貴重な緑地空間であることは多い

都市住民には、広大な敷地を持つ農家に対する冷たい視線もあるが、屋敷林を地域住民

に開放するなど、準公的スペースとして活用することを条件に、なんらかの保全策が考

えられてもいいのではないだろうか。
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③ 課税の「公平性」の確保が損なわれるという指摘について

都市農地を残すための税制優遇に対しては 「課税の公平性を損なう」という慎重論、

がある。しかし、まずは「農地を農地として残す」ことを前提にした場合、自治体や国

が買い上げて農地として保全するには、買い取りにも維持管理にも膨大なコストがかか

る。

税金をかけて農地を買い取るよりも、地権者の営農が可能なら地権者に農地管理を委

ねたほうが、コストがかからないという認識を、都市住民に広げられないだろうか。

「暫定的な措置として、相続税で農地を物納した上で、その農地管理を国から委託し

てもらう形で営農を継続できるなら、それでもいい」という農業者の声もあるが、どう

すれば 「公平性」と「農地を残す」ことの両立が可能なのか議論したい。、

最後に

かつては、都市が拡大する前提の中で、都市計画法だけでなく農地法も、農地を都市化

のために吐き出すよう設計されてきた面がある。都市農業の取材をしていると、農地転用

を拒否した複数の農業者が「あなたのような農家がいるから、地域が発展しない」と批判

された経験を持つなど、市街化区域で農業を継続すること自体が、都市の発展を阻害する

“邪魔者”視され、農業者のプライドや営農意欲を奪ってきた側面があると感じる。

しかし、人口減少社会に突入した今、宅地需要が減少している地域では、転用農地が宅

地として有効利用されるよりも、資材置き場など、都市景観を損なう土地利用が目立ち始

めているケースも少なくない。宅地化需要には地域差があるため、全国の都市農地を画一

、 、 、的に論じることはできないが ２０００年の都市計画法改正以降 市街化区域だけでなく

市街化調整区域でも同様の傾向が見られる地域もある。

「まちづくり」の一環として農地を残し、都市農業者と地域が連携した農業振興策のあ

り方について、当研究会で具体的に議論ができればと思う。
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